平成23年度「小地域ネットワーク活動・地区福祉委員会活動助成事業」実施要領

社会福祉法人　亀山市社会福祉協議会

事業の目的：高齢者や障がい者などの要援助者の早期発見・早期対応、災害弱者への対策を行うために地区福祉委員会を組織し、全ての人々が住みなれた地域で安心して暮し続けられるよう住民相互が支えあい、地域の福祉問題を解決していくための小地域ネットワーク活動を推進するための助成を行う。
　　　　　　　※福祉委員会とは、民生委員児童委員、福祉委員、自治会、老人クラブ、ボランティアなどの地域住民によって構成し、地域福祉の推進を目的とするネットワーク会議を行う組織のことを指す。
事業の内容：見守り活動、訪問活動、高齢者等の生きがいづくりや仲間づくり活動、助け合い活動など、地域住民の福祉に対する意識の醸成を図るような行事等を行う。
　小地域ネットワーク活動を活発に展開するため、地区福祉委員会を設置し、意見交換及び研修、企画会議等を行い、地域住民を主体とした福祉活動を展開する。

（例１）こどもや福祉委員による高齢者宅への訪問活動

（例２）災害弱者となる高齢者、障がい者、乳幼児等の福祉マップ作り
（例３）三世代ふれあい交流会（ひとり暮らし高齢者、障がい児（者）等が参加できるよう配慮したもの）

（例４）高齢者や子どもの居場所づくり（サロン活動等）
（例５）子育てを支援する活動

（例６）地域に応じた福祉活動を行うための企画会議や意見交換会の開催

（例７）福祉委員だより等での広報活動
（例８）講演会や福祉施設見学などの研修会
対　象　者：各地区コミュニティ内の高齢者、障がい者、子育て中の親子、子どもなど福祉的な弱者をはじめ、コミュニティを構成する全ての人々。

実施主体：地区コミュニティ

実施期間：平成23年4月1日～平成24年3月31日
助　成　金：1地区年間100,000円以内
　　　　　　　※「地区福祉委員会」未設置の地区は70,000円以内とする。

　　　　　　　※支出科目については別紙「取扱基準」を参照のこと
※他の補助事業との併用はできない。

申請方法：亀山市社会福祉協議会助成金交付規程に基づき、助成金交付申込書に以下の書類を添付して提出すること（様式あり）

①事業計画書　②収支予算書　③福祉委員会名簿（未設置の場合は除く）
※終了後は、実績報告書、収支決算書、写真、領収書（コピー可）、チラシ等を提出すること。

ＰＲについて：行事の実施にあたって、プログラム・チラシ・看板等を作成する場合、「この事業は亀山市社会福祉協議会から助成を受けて行っています」等と掲載すること。
